
七
月
三
十
日
に
開
会
し
た
臨
時
国
会
は
、

会
期
を
若
干
延
長
し
て
、
十
月
十
七
日

に
閉
会
し
た
。
約
二
ヵ
月
半
の
会
期
中
、

住
民
基
本
台
帳
法
改
正
法
案
は
、
衆
議
院
本
会
議

で
も
地
方
行
政
委
員
会
で
も
、
一
度
と
し
て
審
議

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、

廃
案
に
追
い
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

前
号
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
に
お
い
て
、
石
村
代
表

が
、「
同
法
案
を
廃
案
に
す
る
た
め
に
は
、
最
大
野

党
の
民
主
党
や
社
民
党
、
さ
ら
に
は
自
由
党
や
旧

公
明
党
グ
ル
ー
プ
へ
の
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
が
決
め
手

と
な
る
」
、
と
力
説
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
私
た

ち
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
運
営
委
員
一
同
、
�
公
約
違
反
�
を
、

反
省
し
て
い
る
。

し　
か　
し　
、　
継　
続　
審　
議　
と　
な　
っ　
た　
原　
因　
は　
、　
私　
た　
ち　

の　
ロ　
ビ　
ー　
活　
動　
の　
不　
十　
分　
さ　
だ　
け　
に　
あ　
る　
わ　
け　
で　
は　

な　
い　
。　
そ　
の　
あ　
た　
り　
を　
分　
析　
し　
て　
み　
た　
い　
。　

ま
ず
、
何
と
言
っ
て
も
大
き
い
の
は
、
国
会
議

員
の
間
に
、
番
号
管
理
社
会
が
国
民
の
人
権
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
た
ら
す
�
脅
威
�
を
想
像
す
る

力
、
つ
ま
り
、
�
危
機
意
識
�
が
全
般
的
に
低
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
問

題
へ
の
関
心
が
低
い
と
い
う
こ
と
だ
。

番
号
先
進
国
の
欧
米
や
、
急
速
に
番
号
化
が
進

む
ア
ジ
ア
各
国
の
状
況
を
、
議
員
も
政
党
も
、
マ

ス
コ
ミ
も
学
者
も
、
ほ
と
ん
ど
把
握
し
て
い
な
い
。

知
ら
な
い
か
ら
問
題
の
重
要
性
を
認
識
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
方
々
は
、
国
民
の
人
権
・
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
番
号
制
の
問
題
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、

本
号
に
掲
載
さ
れ
た
、『
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
、
番
号
制

違
憲
判
決
』
の
記
事
、
特
に
、
同
国
の
最
高
裁
の

判
決
内
容
を
、
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
「
不
公
正
税
制
是
正
の
た
め
に
は
納
税
者

番
号
制
度
が
必
要
」
と
い
う
、
納
税
者
番
号
制
に

対
す
る
幻
想
が
、
あ
る
程
度
浸
透
し
て
い
る
こ
と

だ
。
し
か
も
、
労
働
団
体
も
政
党
も
、
こ
の
�
納

税
者
番
号
�
と
、
共
通
番
号
（
国
民
総
背
番
号
）
と

を
混
同
し
て
い
て
、
両
者
の
明
確
か
つ
重
大
な
違

い
を
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
自
治
省
の

「
納
税
者
番
号
に
住
民
番
号
を
転
用
」
す
る
と
い
う

発
想
を
、
否
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
、
官
民
の
各
分
野
に

活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
見
が
、
一
見
、
国
民

生
活
を
�
豊
か
�
に
す
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
め

ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
医
療
、
福
祉
な
ど
に

一
定
の
利
用
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
共
通
番
号
制
度
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す

る
こ
と
、
全
国
共
通
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
カ
ー
ド
が
、
全
国
民
必
携
の

国
内
パ
ス
ポ
ー
ト
と
し
て
機
能
す
る
よ

う
に
な
る
�
危
険
性
�
を
理
解
し
て
の

利
用
論
と
は
、
思
え
な
い
。

一
方
、
自
治
省
が
意
図
的
に
争
点
を

隠
し
、「
国
民
総
背
番
号
な
ど
と
は
言
い

が
か
り
、
高
度
情
報
社
会
に
お
け
る
番
号
イ
ン
フ

ラ
整
備
以
上
の
何
物
で
も
な
い
。
反
対
派
は
誇
大

宣
伝
を
し
て
い
る
」
、
と
根
回
し
に
歩
い
て
い
る
こ

と
も
、
各
党
の
判
断
を
鈍
ら
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
背
景
か
ら
、
法
案
の
上
程
後
も
、
大

半
の
政
党
が
態
度
を
決
定
し
な
い
ま
ま
「
慎
重
か

つ
十
分
な
審
議
」
と
い
う
、
国
民
に
は
理
解
で
き

な
い
対
応
に
終
始
し
た
。「
国
民
に
開
か
れ
た
政
党
」

と
か
「
市
民
の
政
党
」
と
か
を
標
榜
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
法
案
に
つ
い
て
も
、
国
民
に
わ
か
り

や
す
い
対
応
を
示
す
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
焦
点
は
、
来
年
の
通
常
国
会
に
移
っ
た

が
、
引
き
続
き
、
法
案
成
否
の
カ
ギ
は
、
民
主
党
、

公
明
党
な
ど
が
握
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

各
党
に
は
、
便
利
論
や
納
税
者
番
号
幻
想
か
ら

脱
皮
し
、
番
号
管
理
社
会
へ
の
大
き
な
一
歩
を
断

つ
と
い
う
決
意
を
、
ぜ
ひ
示
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

P
I
J
常
任
運
営
委
員
　
　

白

石
　
孝

CNNニューズ No.16

国民背番号問題検討市民ネットワーク(CNN) プライバシー・インターナショナル・ジャパン(P I J)

1998/12/05 発行

(1)

© 1998  PIJ1998.12.05

・
住
民
基
本
台
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住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案
、
�
つ
る
し
�
の
ま
ま
継
続
審
議
に

先
の
通
常
国
会
で
提
案
さ
れ
た
住

民
基
本
台
帳
法
改
正
案
（
「
住

基
法
案
」
）
は
、
続
く
臨
時
国
会

で
も
審
議
入
り
す
る
こ
と
な
く
、
と
い
う

か
、
審
議
す
ら
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
継
続
審
議
と
な
っ
た
。
自
治
省
も
法

案
成
立
を
あ
き
ら
め
て
い
な
い
が
、
わ
れ

わ
れ
P
I
J
も
、
完
全
廃
案
に
な
る
ま
で
、

決
し
て
運
動
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
。

臨
時
国
会
中
、
P
I
J
は
、
今
ま
で
よ

り
も
一
層
広
範
に
、
国
会
議
員
へ
の
働
き

か
け
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ

け
で
は
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
。

P
I
J
は
、
こ
の
法
案
に
よ
っ
て
直
接

�
被
害
�
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
国
民
が
、

も
っ
と
関
心
を
持
ち
、
反
対
に
立
ち
上
が

る
、
そ
う
い
う
方
向
を
も
め
ざ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
う
痛
感
し
た
七
月
か
ら

の
三
か
月
間
で
あ
っ
た
。

法
案
審
議
の
場
は
、
今
後
、
臨
時
国
会
、

さ
ら
に
そ
の
後
の
通
常
国
会
へ
と
移
る
こ

と
に
な
る
。
廃
案
に
持
ち
込
め
な
か
っ
た

こ
と
は
非
常
に
残
念
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

の
活
動
の
方
向
を
探
る
意
味
か
ら
も
、
こ

の
臨
時
国
会
に
お
け
る
P
I
J
の
活
動
を

報
告
す
る
。

�
�
つ
る
し
�
の
ま
ま
継
続
審
議
へ

秋　
の　
臨　
時　
国　
会　
は　
、　
�　
公　
的　
資　
金　
�　
実　
は　

我　
々　
の　
税　
金　
を　
、　
金
融
機
関
に　
湯　
水　
の　
よ　

う　
に　
つ　
ぎ　
込　
む　
こ　
と　
だ　
け　
を　
決　
め　
、　
肝　
心　
の　
、　

実　
効　
あ　
る　
景　
気　
回　
復　
策　
は　
何　
も　
打　
ち　
出　
す　
こ　

と　
な　
く　
、　
当　
初　
の　
会　
期　
か　
ら　
十　
日　
間　
延　
長　
さ　

れ　
、　
十　
月　
十　
七　
日　
に　
閉　
会　
し　
た　
。　

P
I
J
は
こ
の
臨
時
国
会
の
期
間
中
、

精
力
的
に
各
会
派
の
議
員
を
訪
問
し
、「
住

基
法
案
」
の
持
つ
重
大
な
問
題
点
の
説
明

と
、
廃
案
を
め
ざ
し
て
欲
し
い
と
の
陳
情

を
繰
り
返
し
た
。

こ
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
も
、
同
法
案

は
�
つ
る
し
�
（
上
程
は
さ
れ
た
も
の
の
、

審
議
が
さ
れ
な
い
状
態
）
の
ま
ま
、
い
っ
た

ん
は
廃
案
か
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
期
待

に
反
し
て
継
続
審
議
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
衆
院
地
方
行
政
委
員
会

で
「
住
基
法
案
」
審
議
入
り
に
明
確
に
反

対
し
、
�
廃
案
�
を
主
張
し
た
の
は
、
共

産
党
と
無
所
属
の
河
村
た
か
し
議
員
の
み

で
あ
り
、
他
の
各
野
党
は
、
自
治
省
の

強
い
�
要
望
�
を
入
れ
、
そ
の
継
続
審

議
を
容
認
し
た
た
め
、
と
考
え
ら
れ
る
。

�
公
明
党
関
係
議
員
に
働
き
か
け

九
月
七
日

(月)
、
枡
屋
敬
吾
衆
議
院
議

員
（
平
和
、
比
例
・
中
国
）
を
、
石
村

代
表
、
辻
村
副
代
表
が
訪
問
。
同
議
員

は
、
同
党
に
お
け
る
地
方
行
政
委
員
会

の
重
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

議
員
の
話
で
は
、
『
魚
住
裕
一
郎
参

議
院
議
員
（
同
党
の
「
住
基
法
案
」
問
題

に
関
す
る
責
任
者
）
が
、
同
法
案
に
強

く
反
対
し
て
い
る
た
め
、
私
た
ち
の
党

が
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
賛
成
の
先
陣

を
切
る
こ
と
は
無
い
だ
ろ
う
』
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

九
月
二
十
六
日

(土)
付
「
聖
教
新
聞
『
メ

デ
ィ
ア
の
ペ
ー
ジ
』」
に
、
石
村
代
表
に
よ

る
『
問
わ
れ
る
住
民
票
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド

制
』
と
い
う
記
事
か
、
掲
載
さ
れ
た
。

こ
の
記
事
は
自
治
省
及
び
各
政
党
に
、

少
な
か
ら
ぬ
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
よ
う

で
あ
る
。
特
に
公
明
党
関
係
議
員
の
周
辺

で
は
、
色
々
な
反
響
が
起
き
た
よ
う
で
あ

っ
た
。

�
民
主
党
関
係
議
員
を
訪
問

九
月
二
十
四
日

(木)
、
石
村
代
表
、
辻
村

副
代
表
そ
し
て
白
石
常
任
運
営
委
員
が
、

民
主
党
関
係
議
員
を
集
中
し
て
訪
問
し
、

臨
時
国
会

住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案
、

�
つ
る
し
�
の
ま
ま
継
続
審
議
に

P
I
J

副
代
表
　
辻
村
祥
造

▽

P
I
J
活
動
報
告
△
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住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案
、
�
つ
る
し
�
の
ま
ま
継
続
審
議
に

陳
情
を
行
う
。

古
賀
一
成
衆
議
院
議
員
（
比
例
区
・
九
州
）

は
、
同
党
の
地
方
行
政
部
会
の
責
任
者
で

あ
り
、
同
党
の
「
住
基
法
案
」
問
題
に
関

す
る
キ
ー
マ
ン
で
あ
る
。

P
I
J
側
は
、
同
党
が
、
国
民
背
番
号

制
に
対
す
る
基
本
的
見
解
や
姿
勢
も
出
さ

な
い
う
ち
に
、
審
議
入
り
を
打
ち
出
す
の

は
お
か
し
い
と
意
見
表
明
。

同
議
員
側
は
、「
充
分
審
議
す
る
こ
と
が

国
会
の
役
割
」
と
し
て
、
審
議
入
り
の
方

向
を
示
唆
。
さ
ら
に
、
P
I
J
が
、
一
度

審
議
入
り
を
し
た
法
案
は
、
成
立
す
る
の

が
通
例
と
、
審
議
入
り
の
�
危
険
性
�
を

重
ね
て
指
摘
す
る
も
、
そ
の
こ
と
に
対
し

て
は
特
に
異
論
を
挟
ま
な
か
っ
た
。

輿
石
東
参
議
院
議
員
（
山
梨
）
に
対
し

て
も
同
様
の
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同

議
員
は
、
「
民
主
党
と
し
て
基
本
的
な
見

解
・
姿
勢
が
無
い
と
い
う
の
は
失
礼
な
話

で
あ
る
」
と
立
腹
。「
と
に
か
く
、
党
と
し

て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
発
足
さ
せ
て

充
分
検
討
す
る
」
と
の
こ
と
。

P
I
J
は
、「
住
基
法
案
」
に
対
す
る
民

主
党
の
姿
勢
が
、
そ
の
成
否
を
左
右
し
か

ね
な
い
非
常
に
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め

る
状
況
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
民
主
党

が
、
常
々
「
市
民
の
党
」
で
あ
る
こ
と
を

う
た
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

党
が
、「
住
基
法
案
」
に
対
し
て
明
確
な
姿

勢
・
方
向
を
示
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
期

待
し
て
い
た
だ
け
に
、
「
と
に
か
く
審
議
し

な
く
て
は
」
と
の
方
向
は
、
誠
に
残
念
で

あ
っ
た
。

桑
原
豊
衆
議
院
議
員
（
比
例
区
・
北
信
越
）

を
訪
問
し
た
際
、
同
議
員
の
政
策
秘
書
か

ら
、「
住
基
法
案
」
に
対
す
る
修
正
案
の
方

向
に
つ
い
て
、
説
明
を
受
け
る
。
（
こ
の
修

正
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー

ズ
一
五
号
を
参
照
）

当
日
は
、
以
上
の
議
員
以
外
に
、
斉
藤

つ
よ
し
参
議
院
議
員
（
神
奈
川
）
を
訪
問
。

ま
た
十
月
十
九
日
に
は
、
江
田
五
月
参
議

院
議
員
（
岡
山
）
を
訪
問
、
問
題
点
を
説

明
、
一
定
の
理
解
を
得
た
。

�
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
緊
急
陳
情

P
I
J
運
営
委
員
会
は
、
九
月
二
十
四

日
の
民
主
党
に
対
す
る
説
明
・
陳
情
の
状

況
を
分
析
し
、
そ
の
後
入
手
し
た
情
報
か

ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。

�

民
主
党
地
方
行
政
部
会
古
賀
一
成
部
会

長
は
、
本
臨
時
国
会
で
法
案
の
趣
旨
説
明

（
審
議
入
り
）
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
る

こ
と
。
そ
の
後
、
法
案
を
次
の
通
常
国
会

へ
向
け
て
継
続
審
議
と
し
、
そ
こ
で
成
立

を
は
か
る
意
向
で
あ
る
こ
と
。

石
村
代
表
に
よ
れ
ば
、
通
常
、
趣
旨
説

明
を
許
す
と
、
審
議
ス
ト
ッ
プ
は
、
き
わ

め
て
難
し
い
と
い
う
。

�
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
の
理
事
懇
談

会
で
、
法
案
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
自
民
党
の
地
方
行
政
部
会
長
と
、

民
主
党
の
地
方
行
政
部
会
長
（
古
賀
一
成
議

員
）
に
一
任
し
た
こ
と
。

�

民
主
党
・
地
方
行
政
部
会
の
委
員
（
二

十
八
人
）
の
中
に
は
、
「
住
基
法
案
」
に
反

対
の
議
員
も
い
る
が
、
必
ず
し
も
多
数
派

で
は
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
古
賀
部

会
長
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
法
案
成
立
に

向
け
て
走
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
。

�　

古
賀
部
会
長
は　
、　
自　
治　
省　
に　
は　
比　
較　
的　

理　
解　
が　
あ　
る　
と　
い　
わ　
れ　
て　
い　
る　
が　
、　
一　
方　
で　
、　

民　
主　
党　
の　
表　
看　
板　
で　
あ　
る　
�　
市　
民　
は　
主　
役　
�　

に　
つ　
い　
て　
も　
気　
に　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　
。　

以
上
の
よ
う
な
結
論
を
受
け
て
、
臨
時

国
会
終
盤
の
九
月
二
十
八
日
、「
住
基
法
案
」

の
審
議
入
り
を
な
ん
と
し
て
も
阻
止
す
る

た
め
、
会
員
及
び
協
力
諸
団
体
に
向
け
て
、

P
I
J
緊
急
ニ
ュ
ー
ス
『
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る

古
賀
一
成
衆
議
院
議
員
へ
の
陳
情
の
お
願

い
』
を
発
信
す
る
運
動
が
、
緊
急
に
提

案
・
実
施
さ
れ
た
。

古
賀
議
員
に
送
付
さ
れ
た
陳
情
Ｆ
Ａ
Ｘ

の
数
は
確
認
し
て
い
な
い
が
、
多
く
の
人

た
ち
の
ご
協
力
を
得
た
も
の
と
思
う
。

�
民
主
党
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
発
足

民
主
党
は
「
住
基
法
案
」
問
題
を
専
門

的
に
検
討
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を

発
足
さ
せ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
前
出
の
古

賀
一
成
衆
議
院
議
員
を
委
員
長
に
、
葉
山

峻
衆
議
院
議
員
（
比
例
・
南
関
東
）
松
崎
公

昭
衆
議
院
議
員
（
比
例
・
南
関
東
）
、
石
田

美
栄
参
議
院
議
員
（
岡
山
）
、
高
島
良
充
参

議
院
議
員
（
比
例
）
、
桑
原
豊
衆
議
院
議
員

の
各
議
員
で
あ
る
。

同
党
は
野
党
第
一
党
と
し
て
、
法
案
の

行
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
だ
け
に
、

そ
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

た
だ
し
、
同
党
の
、
市
民
層
を
支
持
母

体
と
す
る
議
員
に
は
、
国
民
背
番
号
制
に

対
し
て
反
対
の
人
が
多
く
、
労
働
団
体
を

支
持
母
体
と
す
る
議
員
に
は
賛
成
の
人
が

多
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
よ
う
だ
。
し
か

も
、
後
者
の
議
員
の
中
に
は
、「
納
税
者
番

号
制
」
に
賛
成

「
国
民
背
番
号
制
と
納

税
者
番
号
制
を
混
同
」

「
国
民
背
番
号

制
」
に
賛
成
と
い
う
議
員
が
い
る
と
思
わ

れ
る
。

「
納
税
者
番
号
制
」
と
「
国
民
背
番
号
制
」

を
混
同
し
て
い
る
の
は
、
議
員
だ
け
で
は

な
い
。
今
後
の
「
住
基
法
案
」
廃
案
を
め

ざ
す
運
動
は
、
こ
の
「
混
同
」
か
ら
く
る

無
理
解
を
取
り
除
く
こ
と
に
力
を
注
ぐ
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(つ)
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自
治
省
は
ほ
ん
と
う
に
地
方
自
治
体
の
�
声
�
を
聞
い
た
の

自
治
省
は
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案

（
「
法
案
」
）
」
の
提
案
に
当
た
り
、
各
党
議

員
に
、
「
地
方
六
団
体
の
賛
成
を
得
て
い

る
」
、
「
全
国
市
長
会
か
ら
要
望
が
出
さ
れ

て
い
る
」
、
「
研
究
会
に
は
自
治
体
の
代
表

が
参
加
し
て
い
た
」
と
、
あ
た
か
も
全
国

の
自
治
体
が
、
「
法
案
」
に
賛
成
し
、
自
治

省
を
支
持
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
説
明
し

て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
�
説
明
�
は
、
関
係

議
員
を
説
得
し
、
法
案
を
成
立
さ
せ
る
た

め
の
方
便
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

現
に
、
多
く
の
自
治
体
や
自
治
体
議
会

か
ら
、
「
実
施
の
現
場
に
（
改
正
内
容
の
）

詳
細
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
」
、
「
本
当
に

事
務
効
率
が
上
が
る
の
か
」
、
「
住
民
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
る
の
か
」
と
い
っ

た
、
異
を
唱
え
る
声
が
沸
き
起
こ
っ
て
い

る
。
今
回
は
、
そ
の
あ
た
り
の
、
地
方
の

現
場
の
�
声
�
を
報
告
す
る
。

�
そ
も
そ
も
、
住
民
基
本
台
帳
事
務
を
、

自
治
省
が
勝
手
に
決
め
て
い
い
の
？

い
ち
ば
ん
基
本
的
な
こ
と
を
、
確
認
し

て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
住
民
基
本
台

制
度
は
、
各
自
治
体
が
、
そ
の
地
域
に
居

住
す
る
住
民
に
関
す
る
各
種
の
事
務
を
、

効
率
よ
く
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
制
度
だ
。

つ
ま
り
、
住
民
の
利
便
を
向
上
す
る
た
め

の
制
度
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
住
民
基
本
台
帳
事
務
は
、
法

務
省
所
掌
の
戸
籍
や
外
国
人
登
録
事
務
と

違
い
、
住
民
票
の
写
し
を
発
行
す
る
手
数

料
や
、
住
民
票
の
様
式
そ
の
も
の
も
、
自

治
体
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
自
治
体
の

固
有
事
務
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
自
治
省
は
、「
法
案
」
を
作
成

す
る
過
程
で
、
自
治
体
の
意
見
を
き
ち
ん

と
聞
く
こ
と
な
く
、
自
治
体
の
主
体
的
な

参
加
を
保
障
す
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に

「
中
央
集
権
的
」
に
決
定
し
て
し
ま
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
自

治
省
の
態
度
に
対
し
て
、

当
然
の
よ
う
に
、
多
く
の

自
治
体
や
自
治
体
議
会
か

ら
、
疑
問
や
不
満
を
訴
え

る
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
る
。

各
自
治
体
の
声
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
東
京

二
三
区
の
実
務
レ
ベ
ル
の

意
見
を
紹
介
す
る
。

�
東
京
都
が
挙
げ
た
疑
問
と
不
満

今
年
六
月
、
東
京
都
の
「
特
別
区
戸

籍
・
住
民
基
本
台
帳
・
外
国
人
登
録
事
務

主
管
課
長
会
」
が
、「
住
民
基
本
台
帳
法
改

正
案
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施
し
、
八
月

に
そ
の
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
都
内
の
市
民
団
体
が
あ
る
区
に

対
し
て
情
報
公
開
請
求
を
し
、
部
分
公
開

（
回
答
し
た
各
区
名
を
非
公
開
）
で
入
手
し
た
。

設
問
は
、
�

住
民
基
本
台
帳
情
報
全
国

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
区
と
し
て
の

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
、
�

シ
ス
テ
ム

に
係
る
費
用
見
積
り
、
�

各
区
個
人
情
報

保
護
条
例
と
の
関
係
、
と
い
う
三
項
目
。

各
項
目
に
対
し
、
各
区
か
ら
次
の
よ
う

な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

�
区
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト

住
所
地
以
外
で
も
住
民
票
が
取
得
で

き
る
、
国
・
都
な
ど
公
的
機
関
か
ら
の

住
民
票
の
公
用
請
求
が
減
少
す
る
、
カ

ー
ド
が
身
分
証
明
書
と
し
て
活
用
が
可

能
で
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
追
加
可
能
。

②

区
と
し
て
の
デ
メ
リ
ッ
ト

〈
転
入
転
出
事
務
に
関
し
て
〉

カ
ー
ド
保
持
者
と
非
保
持
者
で
は
取

り
扱
い
が
異
な
る
の
で
煩
雑
化
す
る
、

端
末
装
置
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
新
た
に
必

要
と
な
る
、
従
来
の
転
出
届
け
と
手
間

は
変
わ
ら
な
い
。

〈
住
民
票
の
広
域
交
付
に
関
し
て
〉

中
心
区
で
は
住
民
票
の
発
行
が
増
え

る
、
国
の
機
関
等
へ
の
住
民
票
の
添
付

は
な
く
な
ら
ず
、
メ
リ
ッ
ト
は
少
な
い
。

〈
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
関
し
て
〉

カ　
ー　
ド　
の　
交　
付　
事　
務　
が　
負　
担　
増　
、　
カ　
ー　

ド　
の　
コ　
ス　
ト　
が　
高　
い　
、　
カ　
ー　
ド　
発　
行　
機　
、　

カ　
ー　
ド　
リ　
ー　
ダ　
ー　
の　
購　
入　
が　
必　
要　
。　

〈
住
民
票
コ
ー
ド
に
関
し
て
〉

納　
税　
管　
理　
等　
に　
活　
用　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
を　
恐　

れ　
、　
コ　
ー　
ド　
変　
更　
を　
繰　
り　
返　
す　
こ　
と　
が　
想　

定　
さ　
れ　
る　
た　
め　
、　
事　
務　
量　
が　
増　
大　
す　
る　
。　

〈
そ
の
他
〉

大
き
な
利
便
性
が
な
く
、
将
来
総
背

番
号
制
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
不
安
の

方
が
大
き
い
。
閲
覧
制
度
を
継
続
し
、

民
間
に
も
個
人
情
報
を
提
供
し
て
い
る
　

と
の
苦
情
が
予
想
さ
れ
る
。
シ
ス
テ
ム

に
係
る
費
用
見
積
り
（
当
初
経
費
、
経

常
経
費
と
も
）
は
、
自
治
省
か
ら
示
さ

れ
て
い
る
デ
ー
タ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た

自
治
省
は
ほ
ん
と
う
に

地
方
自
治
体
の
　

�
声
�
を
聞
い
た
の
？

P
I
J
常
任
運
営
委
員
　

白

石
　
孝
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自
治
省
は
ほ
ん
と
う
に
地
方
自
治
体
の
�
声
�
を
聞
い
た
の

め
、
あ
く
ま
で
も
各
区
の
予
測
で
し
か

な
い
が
、
自
治
省
の
概
算
額
を
大
幅
に

上
回
る
経
費
が
か
か
る
と
見
て
い
る
。

〈
各
区
個
人
情
報
保
護
条
例
と
の
関
係
〉

本
シ
ス
テ
ム
は
、「
区
以
外
の
電
算
機

と
通
信
回
線
を
結
合
す
る
こ
と
を
禁
止
」

す
る
、
所
謂
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
に

抵
触
す
る
と
し
、
な
お
か
つ
「
オ
ン
ラ

イ
ン
禁
止
条
項
の
例
外
規
定
は
な
く
、

条
例
改
正
が
必
要
に
な
る
」
と
回
答
し

た
区
が
、
十
程
度
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
務
を
担

当
す
る
自
治
体
の
現
場
か
ら
は
、
不
安
、

不
満
の
声
が
数
多
く
聞
か
れ
る
。

さ
ら
に
、
自
治
省
の
�
独
断
専
行
�
を

懸
念
す
る
動
き
は
、
現
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、

自
治
体
の
議
会
に
も
広
ま
っ
て
い
る
。

�

自
治
体
議
会
か
ら
も
意
見
書

住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案
に
対
す
る
、

政
党
や
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
の
低
さ
か
ら
比

べ
れ
ば
、
全
国
自
治
体
の
議
会
の
関
心
は
、

か
な
り
高
い
よ
う
だ
。
国
へ
の
意
見
書
採

択
を
は
じ
め
、
一
般
質
問
で
取
り
上
げ
た

り
、
市
民
団
体
や
労
働
団
体
か
ら
の
請
願
、

陳
情
な
ど
も
、
数
多
く
受
け
取
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
東
京
都
内
に
お
い
て
は
、
六

月
議
会
終
了
段
階
で
、
中
央
区
、
目
黒
区
、

世
田
谷
区
、
杉
並
区
、
江
東
区
、
葛
飾
区
、

江
戸
川
区
、
八
王
子
市
、
府
中
市
、
小
金

井
市
、
国
立
市
、
保
谷
市
、
清
瀬
市
、
東

久
留
米
市
、
多
摩
市
と
、
都
全
体
の
約
三

分
の
一
の
議
会
で
取
り
組
み
が
あ
っ
た
。

国
に
送
付
さ
れ
た
意
見
書
の
一
例
と
し

て
、
新
座
市
議
会
の
も
の
を
紹
介
す
る
。

�
反
対
ア
ピ
ー
ル
運
動
も
活
発
に

一
方
、
番
号
を
つ
け
ら
れ
、
カ
ー
ド
を

持
た
さ
れ
、
役
人
に
管
理
さ
れ
る
国
民
の

側
か
ら
も
、「
法
案
」
に
反
対
す
る
動
き
が

起
こ
り
始
め
て
い
る
。

ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
鎌
田
慧
、
経
済
評
論

家
の
佐
高
信
、
内
橋
克
人
、
作
家
の
猪
瀬

直
樹
、
中
山
千
夏
、
灰
谷
健
次
郎
さ
ん
ら

に
よ
る
「
総
背
番
号
制
度
導
入
反
対
共
同

ア
ピ
ー
ル
」
運
動
が
、
三
月
か
ら
取
り
組

ま
れ
、
全
国
か
ら
議
員
、
市
民
運
動
、
労

働
運
動
、
弁
護
士
ら
三
百
人
以
上
の
賛
同

を
得
る
と
と
も
に
、
廃
案
へ
の
世
論
喚
起

を
進
め
る
力
と
な
っ
て
い
る
。
さ　
ら　
に　
、　

首　
都　
圏　
、　
関　
西　
だ　
け　
で　
な　
く　
東　
北　
、　
東　
海　
、　

中　
国　
、　
九　
州　
な　
ど　
で　
も　
学　
習　
会　
や　
反　
対　
の　
集　

会　
が　
開　
催　
さ　
れ　
、　
運　
動　
は　
広　
が　
っ　
て　
い　
る　
。　

し
か
し
、
労
働
団
体
か
ら
の
運
動
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。
か
つ
て
一
九
七
〇
年
代
の

国
民
総
背
番
号
制
反
対
運
動
の
中
軸
を
担

っ
た
総
評
の
解
散
と
と
も
に
、
労
働
団
体

の
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
関
心
は
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。「
反
対
だ
け
で

は
い
け
な
い
。
対
案
を
示
す
運
動
ス
タ
イ

ル
を
」
と
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
が
大
き
く
影

を
落
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
ダ
メ
な
も

の
は
ダ
メ
」
と
言
い
切
る
こ
と
は
、
今
で

も
必
要
で
あ
る
。
第
一
、「
法
案
」
に
つ
い

て
、
労
働
団
体
に
は
、
対
案
を
提
示
し
う

る
だ
け
の
調
査
、
研
究
、
立
案
能
力
が
欠

け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
こ
そ
、
P
I
J
お
よ
び
連
携
し
て

運
動
を
進
め
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
、

第
一
線
の
問
題
提
起
者
と
し
て
、
同
法
案

の
廃
案
を
目
指
す
先
頭
に
立
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
時
期
に
き
て
い
る
。

(し)

住　
民　
基　
本　
台　
帳　
事　
務　
は　
居　
住　
関　
係　
の　
公　

証　
と　
し　
て　
、　
自　
治　
体　
の　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
住　
民　

サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
基　
礎　
と　
な　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　

今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
『
住
民

基
本
台
帳
法
』
の
改
正
案
は
、
国
の
関

与
の
も
と
に
、
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
情

報
の
う
ち
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、

住
所
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
、
十
桁
の
コ

ー
ド
を
付
け
て
全
国
ど
こ
で
で
も
住
民

票
が
取
れ
る
よ
う
に
す
る
内
容
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
、

シ
ス
テ
ム
導
入
に
四
百
億
円
、
ラ
ン
ニ

ン
グ
コ
ス
ト
に
年
二
百
億
円
か
か
る
と

い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
治
体
事
務

の
効
率
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ー
ド
を

課
税
、
年
金
、
健
康
保
険
、
介
護
保
険

な
ど
の
番
号
な
ど
と
し
て
使
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ　
の　
場　
合　
に　
は　
、　
地　
方　
自　
治　
体　
が　
住　
民　

に　
サ　
ー　
ビ　
ス　
を　
提　
供　
す　
る　
な　
か　
で　
保　
有　
し　

て　
い　
る　
、　
住　
民　
に　
つ　
い　
て　
の　
情　
報　
が　
、　
国　

お　
よ　
び　
民　
間　
の　
持　
つ　
情　
報　
と　
結　
ば　
れ　
、　
利　

用　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
に　
な　
り　
ま　
す　
が　
、　
そ　
の　
是　

非　
に　
つ　
い　
て　
、　
国　
民　
の　
あ　
い　
だ　
の　
論　
議　
は　

不　
十　
分　
で　
す　
。　

『
個
人
情
報
保
護
法
』
の
対
象
が
国
の

電
算
情
報
の
み
で
、
自
治
体
お
よ
び
民

間
の
持
つ
情
報
を
対
象
と
し
な
い
ま
ま

で
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
も
さ
ら
に
頻
発
す
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

住　
民　
基　
本　
台　
帳　
の　
事　
務　
は　
自　
治　
体　
の　
固　

有　
事　
務　
で　
あ　
る　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　
ず　
、　
今　
回　

の　
法　
案　
作　
成　
に　
当　
た　
り　
、　
国　
は　
自　
治　
体　
の　

意　
見　
を　
聞　
く　
手　
続　
き　
を　
と　
り　
ま　
せ　
ん　
で　
し　

た　
。　
自　
治　
体　
が　
負　
担　
す　
る　
こ　
と　
に　
な　
る　
費　

用　
お　
よ　
び　
事　
務　
量　
に　
つ　
い　
て　
も　
明　
ら　
か　
で　

は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

よ
っ
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正

に
つ
い
て
は
、
自
治
体
を
は
じ
め
と
し

て
広
く
国
民
の
意
見
を
聞
き
、
慎
重
に

検
討
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

新
座
市
議
会
の
意
見
書
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フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
、
国
民
総
背
番
号
・
国
民
登
録
証
制
に
ノ
ー

フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
は
、
去
る

（
九
八
年
）
七
月
二
十
四
日
に
、
ラ
モ
ス
前

政
権
が
提
唱
し
た
国
民
背
番
号
制
お
よ
び

国
民
登
録
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）
制
を
、
国

民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
こ
と

を
理
由
に
憲
法
違
反
と
判
断
し
た
。

国
民
背
番
号
制
と
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制

は
、
ラ
モ
ス
前
大
統
領
が
九
六
年
十
二
月

十
二
日
に
出
し
た
大
統
領
行
政
命
令
で
、

翌
九
七
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
実
施
。

し
か
し
、
そ
の
後
す
ぐ
に
憲
法
訴
訟
が

起
こ
さ
れ
、
高
等
裁
判
所
は
同
年
四
月
八

日
に
執
行
停
止
を
命
令
、
今
回
の
最
高
裁

の
違
憲
判
決
に
至
っ
た
も
の
。

こ
の
最
高
裁
の
判
決
に
よ
り
、
国
民
、

マ
ス
コ
ミ
、
人
権
団
体
か
ら
の
度
重
な
る

強
い
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
権
的
に

大
統
領
令
で
実
施
さ
れ
た
国
民
背
番
号
制

と
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
は
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ケ
ー
ス
は
、
�
地

球
規
模
�
で
、
国
民
（
市
民
）
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
を
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
気
運

が
、
非
常
に
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
例
証

し
た
も
の
と
い
え
る
。

背
番
号
コ
ー
ド
や
カ
ー
ド
を
使
っ
た

「
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
公
有
化
」
政
策

は
、
人
間
の
尊
厳
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、

発
展
途
上
国
か
経
済
先
進
国
か
を
問
わ
ず
、

断
じ
て
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
教

え
て
く
れ
て
い
る
。

「
国
民
背
番
号
、
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
、
そ

ん
な
も
の
は
い
ら
な
い
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
」

の
ケ
ー
ス
は
、
わ
が
国
で
の
自
治
省
主
導

の
「
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
で
国
民
丸
裸
」

の
プ
ラ
ン
を
廃
案
に
す
る
た
め
に
も
、

十
分
に
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

P
I
J

代
表
　

石

村

耕

治

�
背
番
号
、
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を

使
っ
た
�
電
子
独
裁
国
家
�
は

ま
っ
ぴ
ら

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
マ
ル
コ
ス
、
ア
キ

ノ
、
ラ
モ
ス
の
時
代
を
経
て
、
今
日
、

エ
ス
ト
ラ
ー
ダ
大
統
領
が
政
権
を
担
当

し
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
国
民
総
背
番
号
制
、

国
民
皆
登
録
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）
制
導
入
問

題
は
、
ラ
モ
ス
前
大
統
領
が
政
権
を
担
当

し
て
い
た
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ラ

モ
ス
前
大
統
領
は
、
政
権
発
足
後
、
国
民

に
背
番
号
を
付
け
、
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
持
た

せ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
管
理
す
る
制
度
の

実
現
を
目
指
し
て
い
た
。

何
度
か
、
こ
う
し
た
政
策
を
表
に
出
し

て
は
み
た
も
の
の
、
そ
の
度
に
広
範
な
国

民
、
マ
ス
コ
ミ
、
人
権
団
体
、
さ
ら
に
は

議
会
な
ど
か
ら
も
、
大
声
で
�
ノ
ー
�
の

反
発
が
返
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
反
発
の
裏
に
は
、
�
国
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
国
家
管
理
�
に
対
す
る

強
い
反
発
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
由
の
他

に
、
植
民
地
、
占
領
軍
…
…
と
い
っ
た
、

か
つ
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
支
配
者
達
が
、

国
民
支
配
の
道
具
と
し
て
、
広
く
Ｉ
Ｄ
カ

ー
ド
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
、
苦
い
経
験

が
頭
を
よ
ぎ
る
こ
と
に
も
あ
る
。

元
軍
人
の
ラ
モ
ス
前
大
統
領
に
す
れ
ば
、

国
民
支
配
の
道
具
と
し
て
、
電
子
化
さ
れ

た
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
は
必
然
と
思
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民

に
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
経
験
か
ら
、
Ｉ
Ｄ

カ
ー
ド
が
将
来
、
人
権
弾
圧
な
ど
に
使
わ

れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
知
り
尽
く
し

て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
電
子

独
裁
国
家
な
ど
ま
っ
ぴ
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
も
、
ど
こ
か
の
国

と
同
じ
で
、
こ
ん
な
制
度
の
導
入
を
心
待

ち
に
し
て
い
る
の
は
、
役
人
や
、
裏
で
、

て
ぐ
す
ね
を
引
い
て
い
る
内
外
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
会
社
ぐ
ら
い
な
の
で
は
な
い
か
。

�
行
政
命
令
に
よ
る
背
番
号
、

国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
の
実
施

一
九
九
六
年
十
二
月
十
二
日
に
、
ラ
モ

ス
大
統
領
（
当
時
）
は
、
行
政
命
令
（
Ａ

Ｏ
）
三
〇
八
号
を
出
し
た
。

Ａ
Ｏ
三
〇
八
号
は
、
す
べ
て
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
及
び
同
国
在
住
の
外
国
人
に
対
し
、

個
人
識
別
番
号
（
Ｐ
Ｒ
Ｎ
＝

）
つ
き
の
国
民
登
録
証

（

）
の
申
請
を
行
う
よ
う
に
命

国

民

総

背

番

号

制

、

国
民
登
録
証　
（　

）　

制
に

違
憲
判
決
、
制
度
廃
止
に

P
I
J

研

究

調

査

部

Ｉ
　
Ｄ

カ
ー
ド

フィリピン最高裁
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フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
、
国
民
総
背
番
号
・
国
民
登
録
証
制
に
ノ
ー

じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

個
人
識
別
番
号
（
Ｐ
Ｒ
Ｎ
）
つ
ま
り
背

番
号
つ
き
の
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
は
、
政
府
の
保

険
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ス
テ
ム
及
び
社
会
保
障

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
集

中
管
理
さ
れ
る
。
こ
の
背
番
号
つ
き
の
Ｉ

Ｄ
カ
ー
ド
は
、
汎
用
（
多
目
的
利
用
）
を
前

提
と
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
目
的

に
使
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
民
間
で
の
取
引
の
際
に
も
使
用
が
許

さ
れ
て
い
る
。

背
番
号
つ
き
の
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
の
実
施

に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
議
員
が
消
極
的
だ
。

こ
ん
な
法
案
に
賛
成
し
た
と
な
る
と
、
人

権
団
体
の
監
視
が
厳
し
く
、
そ
の
議
員
は

集
中
攻
撃
さ
れ
か
ね
な
い
。

「
背
番
号
つ
き
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
法
案
」
な
ど
、

議
会
で
審
議
し
て
、
通
過
で
き
る
状
況
に

は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
ラ
モ
ス
政

権
が
行
政
命
令
に
よ
っ
て
制
度
実
施
を
試

み
た
理
由
で
も
あ
る
。

�
国
会
議
員
、
果
敢
に
挑
戦
、

高
裁
、
執
行
停
止
を
命
令

ラ
モ
ス
前
大
統
領
に
よ
る
行
政
命
令

（
Ａ
Ｏ
）
三
〇
八
号
が
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、

各
界
か
ら
一
斉
に
反
発
の
声
が
あ
が
っ
た
。

広
範
な
国
民
、
マ
ス
コ
ミ
、
人
権
団
体

か
ら
の
�
ノ
ー
�
の
声
に
逆
ら
う
か
の
よ

う
に
、
背
番
号
つ
き
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制

は
、
九
七
年
一
月
二
十
二
日
に
実
施
さ
れ

た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
先
頭
に
立
っ
て

闘
っ
て
い
た
ブ
ラ
ス
・
オ
ペ
ル
（

）
上
院
議
員
は
、
実
施
か
ら
二
日
後
、

高
等
裁
判
所
に
憲
法
訴
訟
を
提
起
し
た
。

訴
訟
の
理
由
は
、
大
統
領
の
行
政
命
令

三
〇
八
号
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害

す
る
違
憲
な
制
度
を
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
議
会
の
立
法
権
を
も
侵
害

す
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
九
七
年
四
月
八
日
に
、
高
等
裁
判

所
は
、
オ
ペ
ル
上
院
議
員
の
訴
え
を
認
め
、

行
政
命
令
三
〇
八
号
の
執
行
停
止
を
命
じ

る
判
断
を
下
し
た
。
理
由
は
、
背
番
号
つ

き
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
は
行
政
命
令
で
は

実
施
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
裁
判
所
は
、
行
政
命
令
は
、

行
政
作
用
の
詳
細
に
つ
い
て
指
図
す
る
こ

と
は
で
き
て
も
、
国
家
と
市
民
の
基
本
的

な
人
権
に
係
わ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
れ

を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
示

し
た
。

ま
た
、
高
等
裁
判
所
は
そ
の
上
で
、
背

番
号
コ
ー
ド
つ
き
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
的
性
格
を
認
め
た
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
録
容
量
を
考
え
れ

ば
、
行
政
命
令
三
〇
八
号
は
政
府
に
、
善

良
な
市
民
に
つ
い
て
の
圧
倒
的
な
資
料
収

集
能
力
を
与
え
る
危
険
性
が
あ
る
と
み
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
し
な

い
の
は
、
余
程
無
と
ん
着
な
者
だ
け
で
あ

ろ
う
。」
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
同

裁
判
所
は
、
行
政
命
令
三
〇
八
号
は
、「
基

本
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
効
率
化

す
る
と
い
う
前
提
の
下
、
国
民
に
対
し
自

ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
あ
き
ら
め
て
自
分

の
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
に
強
制
す
る

も
の
で
あ
り
」、
行
政
命
令
で
こ
う
し
た
義

務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
明
ら

か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

高
裁
に
よ
る
執
行
停
止
命
令
を
受
け
て
、

こ
の
ケ
ー
ス
は
最
終
判
断
を
求
め
て
最
高

裁
に
上
告
さ
れ
た
。

�
最
高
裁
判
決
で
、

背
番
号
、
国
民
ID
カ
ー
ド
制
廃
止

一
九
九
八
年
七
月
二
十
四
日
に
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
は
、
ラ
モ
ス
前
政
権

が
実
施
し
た
背
番
号
つ
き
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー

ド
制
は
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵

害
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
り
憲
法
の
権
利

憲
章
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
上

で
、
こ
の
制
度
を
実
施
し
た
行
政
命
令

（
Ａ
Ｏ
）
三
〇
八
号
は
、
行
政
府
の
長
で
あ

る
大
統
領
が
立
法
府
の
権
限
を
侵
害
し
無

効
で
あ
る
、
と
の
判
決
を
下
し
た
。

こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
八
対
六
で
下
さ

れ
た
。
少
数
意
見
は
、
オ
ペ
ル
上
院
議
員

に
は
訴
え
る
資
格
（
原
告
適
格
）
が
な
い

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
権
利
憲
章
の
下
で
は
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
い
ま
だ
権
利
と
し
て
確

立
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
多
数
意
見
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
に
確
立
さ

れ
た
権
利
で
あ
り
、
し
か
も
、「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
は
、
お
せ
じ

、
、
、

と
し
て
憲
法
に
刻
み

込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
指
摘
。

「
裁
判
所
と
い
う
も
の
が
、
人
々
の
自
由

の
最
後
の
守
護
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う

た
め
に
は
、
人
々
の
権
利
を
危
険
に
落
と

し
入
れ
る
火
花
を
す
ぐ
に
消
す
と
い
う
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、

人
々
の
権
利
が
炎
で
燃
え
尽
き
る
ま
で
待

っ
て
い
る
よ
う
で
は
、
そ
の
真
の
役
割
を

果
た
せ
な
い
。」
と
し
、
少
数
意
見
を
批
判
。

オ
ペ
ル
上
院
議
員
の
訴
え
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
の
収
縮
を
止
め
た
と
い
う
意
味

で
、
む
し
ろ
称
賛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
の
考
え
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
背

番
号
つ
き
国
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
制
は
、
最
高

裁
判
決
に
よ
り
崩
壊
し
た
。
こ
の
制
度
に

徹
底
し
て
反
対
し
、
最
高
裁
判
決
を
勝
ち

取
っ
た
オ
ペ
ル
上
院
議
員
は
「
民
主
的
な

手
続
と
人
権
の
尊
重
の
勝
利
」
と
の
コ
メ

ン
ト
を
発
表
し
た
。

(い)



報
保
護
法
」
な
ど
の
法
令
が
、
適
切
に
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
に
は
、
国
の
機
関
以
外

の
、
地
方
の
機
関
や
民
間
機
関
を
規
制
す

る
、「
個
人
情
報
保
護
法
」
は
存
在
し
な
い
。

し
か
も
、
国
の
機
関
に
対
す
る
規
制
も
、

「
電
子
化
さ
れ
た
個
人
情
報
」
の
み
を
対
象

と
し
て
い
る
。

通　
産　
省　
が　
、　
民
間
機
関
を　
対　
象　
に　
、　
個　

人　
情　
報　
保　
護　
の　
た　

め　
の　
�　
ガ　
イ　
ド　
ラ　

イ　
ン　
�　
を　
提　
案　
し　

て　
い　
る　
が　
、　
こ　
れ　

に　
は　
何　
の　
強　
制　
力　

も　
、　
規　
制　
の　
権　
限　

も　
規　
定　
さ　
れ　
て　
い　

な　
い　
。　

し
た
が
っ
て
、

民
間
企
業
も
含
め

た
法
体
系
が
整
っ
て
い
な
い
日
本
が
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
か
ら
の
個
人
情
報
移
転
禁
止
対

、
、
、
、
、

象
国

、
、

と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

産
業
界
の
自
主
規
制
を
原
則
と
す
る
米

国
と
Ｅ
Ｕ
の
間
で
は
協
議
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
日
本
と
の
交
渉
は
始
ま
っ
て
い
な

い
。
日
本
が
、
『
個
人
情
報
保
護
後
進
国
』

の
ま
ま
で
は
、
欧
州
に
駐
在
す
る
日
本
企

業
も
、
顧
客
や
従
業
員
の
情
報
を
日
本
の

本
社
に
送
る
こ
と
す
ら
�
困
難
�
に
な
る

事
態
も
予
想
さ
れ
る
。

(た)

欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
個
人
情
報
保
護

に
関
す
る
指
令
（
加
盟
国
に
と
っ
て
は
法
律

に
あ
た
る
）
が
、
去
る
十
月
二
十
五
日
に

発
効
し
た
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
公
的
機
関
と
民
間
部
門

双
方
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
を
徹

底
す
る
同
指
令
に
は
、
「
十
分
な
レ
ベ
ル
の

保
護
」
が
な
い
第
三
国
へ
の
情
報
移
転
を

制
限
す
る
条
項
が
盛
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
に
採
択

さ
れ
た
指
令
は
、
情
報

の
収
集
や
蓄
積
、
移
転

な
ど
に
関
し
て
、
原
則

と
し
て
、
情
報
の
主
体

で
あ
る
本
人
の
同
意
が

必
要
と
規
定
。
本
人
の

情
報
開
示
請
求
権
や
異

議
申
し
立
て
権
も
認
め

る
な
ど
、
個
人
情
報
を

手
厚
く
保
護
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
三
国
へ
の
移
転
に
つ
い
て

も
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
な
ど
の
例
外
を

除
き
、「
十
分
な
レ
ベ
ル
の
保
護
」
が
な
い

国
へ
の
移
転
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
指
令

に
基
づ
き
、
あ
る
加
盟
国
が
第
三
国
へ
の

情
報
移
転
が
不
適
切
と
判
断
し
た
場
合
、

Ｅ
Ｕ
の
行
政
執
行
機
関
で
あ
る
欧
州
委
員

会
に
報
告
。
他
の
加
盟
国
と
欧
州
委
が
全

会
一
致
で
同
意
し
た
場
合
、
そ
の
第
三
国

、
、
、

へ
の
移
転
が
Ｅ
Ｕ
全
体
で
禁
じ
ら
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

「
保
護
」
の
内
容
は
、
当
然
、
「
個
人
情
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[Data-0028]

検
証

国
民
背
番
号
制

監
視
カ
メ
ラ
撤
去
命
令

最
高
裁
、
カ
メ
ラ
撤
去
要
求
を
支
持

十
一
月
十
二
日
、
大
阪
市
西
成
区
の

「
あ
い
り
ん
地
区
」
に
大
阪
府
警
が
設
置
し

た
十
五
台
の
街
頭
監
視
カ
メ
ラ
（
映
像
は

西
成
署
な
ど
の
モ
ニ
タ
ー
テ
レ
ビ
に
送
ら
れ
て

い
た
）
に
つ
い
て
、
地
元
住
民
ら
が
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
を
理
由
に
大
阪
府
に

カ
メ
ラ
の
撤
去
と
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴

訟
で
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
（
大
出
峻
郎
裁

判
長
）
は
、
労
働
運
動
の
拠
点
と
な
っ
て

い
る
釜
ケ
崎
解
放
会
館
前
の
一
台
に
つ
い

て
撤
去
を
命
じ
た
一
、
二
審
を
支
持
し
、

住
民
と
大
阪
府
双
方
の
上
告
を
棄
却
す
る

判
決
を
言
い
渡
し
た
。

判
決
は
「
証
拠
関
係
に
照
ら
し
、
二
審

の
認
定
判
断
（
被
監
視
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
の
事
実
の
存
在
）
は
正
当
と
し
て
是
認

で
き
る
」
と
述
べ
た
。

こ
の
判
決
は
、
今
後
、
不
特
定
の
市
民

を
対
象
に
し
た
監
視
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
、

同
様
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
主
張
し
て

い
く
際
の
、
重
要
な
論
拠
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

(た)

[Data-0027]

検
証

国
民
背
番
号
制

�

日
本
は
、
E
U
加
盟
国
か
ら

個
人
情
報
を
受
け
取
れ
な
い
？
�

Ｅ
Ｕ
の
個
人
情
報
保
護
指
令
発
効


